
北広島市子どもの権利条例の構成

前文
【子どもの権利主体】　　　　【大人の責務】　　【北広島らしさ】　　　【条例制定の趣旨】

第１章　総則
第1条目的　 第3条責務
第2条定義 ①市（行政）
第4条子どもの権利月間 ②保護者 責務・責任の遂行

③施設関係者
④市民
⑤事業者

第2章子どもの権利
第5条安心して生きる権利
第6条守られる権利
第7条よく育つ権利
第8条参加する権利

第3章子どもの生活の場での権利の保障 第4章子どもの参加のしくみ
第９条子どもの生活の場での権利 第14条子どもの参加等の促進
第10条虐待の禁止 第15条子どもの視点に立った情報発信等
第11条家庭での権利の保障 第16条子ども会議
第12条育ち・学ぶ施設での権利の保障
第13条地域での権利の保障

第5章相談及び救済 第6章市の施策
第17条相談及び救済 第20条子どもの居場所
第18条子どもの権利救済委員会の設置 第21条推進計画の作成
第19条子どもの権利救済委員会の役割 第22条子どもの権利救済委員会の支援

第7章子どもの権利保障状況の検証
第23条子どもの権利検証委員会の設置
第24条権利検証委員会の組織等
第25条検証委員会の職務
第26条提言と尊重

第8章雑則
附則
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子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり


